
福
井
県
下
の
「
町
村
是
」

設
定
と
現
存
状
況

λA了、
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日
露
戦
争
に
お
い
て
日
本
は
、
莫
大
な
人
的
・
経

済
的
犠
牲
と
国
際
的
条
件
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
勝

利
を
お
さ
め
た
。
軍
事
的
に
は
世
界
の
諸
列
強
の
一

員
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
支
え
る
圏
内
の
経
済
的
・

社
会
的
体
制
の
整
備
・
拡
充
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り

で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
日
露
戦
後
経
営
に
よ
る
国
富

増
強
の
諸
政
策
は
、
国
家
財
政
の
非
常
時
を
慢
性
化

さ
せ
、
国
民
の
租
税
負
担
は
戦
時
に
も
増
し
て
強
化

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
政
策
の
遂
行
に
は
、
末
端
の

谷

福
井
県
下
の
「
町
村
旦
疋
」
設
定
と
現
存
状
況 行

政
を
担
う
町
村
(
行
政
町
村
)
へ
の
国
の
監
督
・
の
現
存
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
こ
と
が
、

指
導
の
強
化
と
、
国
民
の
「
自
発
的
」
な
協
力
・
服
本
県
に
お
け
る
「
町
村
是
」
の
全
体
像
を
解
明
し
て

従
体
制
の
構
築
が
必
要
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
い
く
土
台
と
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

改
正
町
村
制
(
明
治
四
四
年
四
月
公
布
一

O
月
施
行
)
本
稿
は
、
『
福
井
県
史
』
資
料
編
口
近
現
代
二
の

と
、
地
方
改
良
運
動
が
そ
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
た
の
史
料
調
査
の
過
程
で
発
掘
さ
れ
た
「
町
村
是
」
の
所

で
あ
る
。
明
治
四
一
年
一

O
月
二
二
日
の
戊
申
詔
書
在
報
告
で
あ
り
、
史
料
所
蔵
者
の
御
理
解
と
、
福
井

に
示
さ
れ
た
「
忠
実
服
業
」
「
勤
倹
治
産
」
「
去
華
県
史
編
さ
ん
課
の
方
々
の
御
援
助
な
ら
び
に
御
指
導

就
実
日
)
の
精
神
は
、
こ
の
運
動
の
本
格
的
か
つ
全
国
の
賜
物
で
あ
り
ま
す
。
心
か
ら
御
礼
を
申
し
あ
げ
ま

的
展
開
を
促
し
た
。
本
稿
の
テ
!
?
で
あ
る
「
町
村
す
。

是
」
は
、
こ
の
地
方
改
良
運
動
を
推
進
す
る
各
町
村

の
指
針
と
し
て
、
明
治
四

0
年
代
か
ら
大
正
初
期
に

か
け
盛
ん
に
調
査
・
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
勿

論
そ
の
歴
史
的
役
割
は
異
に
す
る
が
、
現
在
の
「
町

村
勢
要
覧
」
や
「

0
ヶ
年
計
画
」
の
原
型
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
「
町
村
是
」
は
、
柳
田

国
男
の
批
判
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
デ

l
タ
や
指

針
の
形
式
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
地
域
経
済
調
査

資
料
と
し
て
は
必
ず
し
も
満
足
な
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
期
の
町
村
行
政
の
主
幹
を
な
す
も
の

と
し
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
と
役
割
に
つ
い
て
は
充

分
な
検
討
が
必
要
で
あ
年
こ
ご
で
は
、
福
井
県
に

お
け
る
「
町
村
是
」
の
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
、

調
査
・
設
定
・
実
行
・
改
訂
の
経
緯
の
概
要
と
、
そ

3 0の3典

一一、

『
町
村
是
」
設
定
・
実
行
の
経
緯

農
本
主
義
者
前
田
正
名
の
提
唱
に
よ
っ
て
始
め
ら

れ
た
「
町
村
是
」
の
調
査
・
設
定
は
、
明
治
二

0
年

代
の
な
か
ば
を
鳴
矢
と
し
、
前
述
し
た
日
露
戦
後
経

営
期
を
最
盛
期
に
、
昭
和
初
期
の
農
村
経
済
更
生
運

動
ま
す
っ
け
つ
が
れ
て
い
る
。
初
期
に
は
、
農
会
を

中
心
と
し
て
、
空
理
空
論
を
さ
け
町
村
の
実
態
を
客

観
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
村
の
指
針

l

「
是
」
を
設
定
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
。
し
か
し
、

日
露
戦
後
期
に
な
る
と
、
「
軍
事
的
大
国
」
日
本
の
国

家
的
課
題
を
遂
行
す
る
た
め
に
展
開
さ
れ
た
地
方
改

良
運
動
の
い
わ
ば
「
手
引
書
」
と
し
て
、
行
政
の
末

端
組
織
で
あ
る
町
村
役
場
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
。
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さ
ら
に
、
昭
和
初
期
に
は
、
「
是
」
の
精
神
性
が
強

調
さ
れ
る
あ
ま
り
、
現
況
の
客
観
的
認
識
は
軽
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

き
て
、
福
井
県
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
経
緯
で
「
町
村
是
」
の
調
査
・
設
定
・
実
行
・

園
寄
付
え

鰭
持
轍
AJ忠
一
郡
間
四
寄
付

-
向
興

本
村
証
寓
溢
術
盆
寝
起
常

0
各
泌
総
拷
m
m
m
吻
移
民
M
H

餓
氏
ぬ
助
力
を
織
へ
ら
H
れ
た

-a
得
金
事
と

r

m

本
M
H
W
湾
総
第
民
総
嚇
し

n
a氏
忽
虎
の
拠
'u

生

稼

業

銀

舗

欄

銭

ム
T

a

a

J

古

衛

門

対

上

倶

知

支

彪

ω

u

v

績

公

酬
明
術
開

f
g
毎
六
月

今編

第 H
P 看護

" と箆 ー 捕

食 聾 捕 聾 軍 軍曹揮 p・・軍章 一
セA 穴 軍 閥 E::・・費量 i 日 高

翻節節節節 節節ι綿雪 村

w 交水河紙地 l~ 潤1~ 抗日
公描 制 I11鋪聾概Jt 地
帯白 今日 2を ι 料
， ， 師、

蹄

『園高村是~ (福井県立図書館所蔵)

改
訂
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
の
諮
問
・
打
合
・
指
示
・
注
意
事
項
で
あ
る
。
比
重

福
井
県
庁
は
、
戦
災
と
震
災
の
二
度
の
擢
災
に
よ
っ
の
ち
が
い
は
別
に
し
て
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
全
般

て
戦
前
の
県
庁
文
書
を
ほ
と
ん
ど
所
蔵
し
て
い
な
い
に
わ
た
っ
て
「
町
村
是
」
の
調
査
・
設
定
・
実
行
・

た
め
、
指
令
者
の
側
か
ら
の
「
町
村
是
」
の
調
査
・
改
訂
等
の
問
題
に
付
、
郡
・
町
村
の
段
階
で
具
体
的

設
定
過
程
の
全
体
像
を
識
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
に
検
討
・
指
示
を
く
り
か
え
し
て
い
た
こ
と
は
明
白

た
が
っ
て
、
旧
町
村
役
場
所
蔵
の
文
書
に
よ
っ
て
、
で
あ
る
。
(
昭
和
初
期
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
段
階

不
充
分
な
が
ら
推
進
過
程
を
跡
づ
け
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
史
料
的
制
約
か
ら
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
)

幸
に
も
、
旧
大
石
村
役
場
文
書
(
現
、
春
江
町
北
部
①

l
@は
、
二
段
階
に
大
別
で
き
る
。
①
1
⑬
(
全

公
民
館
所
蔵
)
と
旧
宮
川
村
役
場
文
書
(
現
、
小
浜
体
の
七
六
・
二
%
)
で
は
、
「
町
村
是
」
の
調
査
・

市
宮
川
公
民
館
所
蔵
)
の
な
か
に
、
坂
井
郡
と
遠
敷
設
定
が
目
下
の
急
務
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
実
行
の

郡
に
お
け
る
設
定
の
過
程
を
識
り
う
る
文
書
が
含
ま
推
進
を
指
示
し
て
い
る
の
に
比
し
て
、

@
i
@で
は
、

れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
例
に
よ
っ
て
福
井
県
下
の
実
行
の
効
果
的
遂
行
と
、
社
会
の
状
況
に
対
応
し
た

「
町
村
是
」
の
調
査
・
設
定
の
経
緯
の
概
要
を
明
ら
「
是
」
の
修
補
・
改
訂
を
求
め
て
い
る
。
前
者
は
、

か
に
し
た
い
。
な
お
、
坂
井
郡
は
福
井
県
の
北
端
に
明
治
四
一
年
i
大
正
四
年
に
わ
た
る
、
い
わ
ゆ
る
日

位
置
し
三
町
二
八
ヶ
村
よ
り
な
り
郡
役
所
は
三
国
町
露
戦
後
経
営
下
の
地
方
改
良
運
動
の
本
格
的
展
開
期

に
、
遠
敷
郡
は
若
狭
地
方
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
一
と
一
致
し
て
お
り
、
行
政
末
端
の
責
任
者
で
あ
る
町

町
一
七
ヶ
村
よ
り
な
り
郡
役
所
は
雲
浜
村
に
あ
っ
た
。
村
長
へ
の
再
三
に
わ
た
る
指
示
は
、
「
町
村
是
」
の

第
一
表
は
、
前
述
の
二
役
場
文
書
よ
り
、
「
町
村
確
立
が
当
時
の
福
井
県
の
行
政
上
の
重
要
テ
!
?
で

是
」
に
関
す
る
も
の
を
抄
出
し
年
表
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
後
者
は
、
大
正
五

あ
る
。
ま
ず
、
全
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
傾
向
が
う

j

一
四
年
に
わ
た
る
も
の
で
、
第
一
次
大
戦
下
の
好

か
が
え
る
。
①
②
⑪
の
三
件
は
、
郡
長
よ
り
配
下
各
景
気
に
よ
っ
て
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
町
村
の
現

町
村
長
宛
の
通
牒
類
で
、
残
り
の
一
八
件
は
、
明
治
実
に
対
応
す
る
た
め
、
「
町
村
是
」
の
効
果
的
実
行

四
一
年
よ
り
大
正
一
四
年
迄
の
遠
敷
郡
町
村
長
会
で
と
修
補
・
改
訂
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
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福井県における「町村是」の調査・設定の経緯

史料Nu 年月日 史料題名など 史 料 要 旨 (原文抜書)

① 明治41.9 . 1 坂井郡長副作令(訓第一五号) …町村是ヲ調査スヘキコトハ過般ノ町村長会同ニ於テ
訓示シタルモノ…遅クモ本年十一月十日ヲ限リ其結果

ヲ報告セラノレへシ

② 11 41. 9 . 1 坂井郡長第一課長通牒 町村是調製ノ義ニ付テハ…完成ヲ遅延スノレ如キコト無

(一丙四四O号) 之様致度別冊御参考トシテ及回付候条着々実施可相成

候也(町村是調査事項ノ概要、調査方法、町村是雛形)

③ 11 41.10.30 町村長会指示事項 …尚本年七月指不シタノレ町村是調査ハ本年中ニ調査申

一、紀念事業ニ関スル件 報セラル、コトニ決定シタルヲ以テ今ヤ調査大ニ進行
シツ、アルへシ・・

④ 11 43.5.25 町村長会指万事項 町村是ノ調査ハ・・既ニ大部分ハ報告済トナリタルモ・
三、町村是調査ノ件 多少修正セラレタシト認ムノレ廉アリ目下調査中ニ付不

日御協議ニ及フ…速ニ再調ヲ遂ケラレタシ又調査未了

ノ向ハ来lレ八月中ニ必ス完結セシメ報告セラレンコト
ヲ望ム

⑤ 11 43.9.16 町村長会打合事項

五、町村是調査及実行ノ状況如何 、

⑥ 11 44.( 4) 町村長会指京事項 …町村是トシァ定メタノレモノ、内将来其ノ実行ノ覚束

一、町村是実行委員ヲ設クル件 ナカラント認ムノレモノ或ハ町村是トシテ定ムヘキ事項
ニアラスト認ムルモノ且又果シテ将来確実ニ実行セラ
ノレ、ャ否ヤ充分調査研究ヲ重ネラレタノレト認メ得サJレ

向キニ就テハ…御協議可致ヲ以テ町村ニ於テモ…町村

是実行委員会ヲ設ケラレ此ノ委員ト協議ヲ遂ケ実行ノ

運ニ至ランコトヲ望ム・

⑦ 11 44.5.25 町村長会 本郡町村是調査決定セノレモノハ僅ニニヶ村ニ過キス…
町村是調査ニ関スル件 不日其標準ヲ示スルノ機会アルヘキヲ以テ・・標準ノ回

達後直チニ決定シ得ヘキ様準備アランコトヲ望ム・・

③ 1145.1.14 町村長会指示事項 町村是ノ調査ニ関シテハ未設ノ向ニ対シテハ・第一着

一、町村是調査ニ関スノレ件 手トシテ左記事項本年四月末日限調査ノ上其結果ヲ報
告セラノレ、ヲ要ス(現況調査ノ種目ノ重要ナル項目)

⑨ 11 45.7.24 町村長会諮問事項
一、町村是調査並実行ノ現況

⑬ 大正 2.2.17 町村長会 町村是ノ…設定ノ報告アリシモノ十五ヶ村ニ達シタル
町村是ノ設定及実行ニ関スル件 -・田実行ノ一段ニ至リテハ遺憾ナカラ未タ満足スヘカラ

サルモノ多シ・・自今一層之カ実行ニ努メラルヘク尚ホ
其ノ成績ハ少クモ毎年一回報告セラレムコトヲ望ム…

(市町村是設定市町村調)

⑪ 11 2.5.10 遠敷郡役所第一課長通牒 町村是設定ニ付テハ…既ニ郡内各町村殆ント之力設定

(一発第一九一号) ヲ見サルナキノ好況・町村民中町村是ノ設定ヲ知ラス

遵守事項ヲ等関ユ附シ居Jレヤノ疑問モ之アJレ・・自今町
村是ノ設定又ハ改正追加等ノ場合ハ告示ノ手続ニ及ノ、

ル、ハ勿論可成左記甲乙二世jノ如キ方式ヲ履践セラレ

候(甲ノ例、乙ノ例)

⑫ 11 2.11.20 町村長会指示事項 町村是ノ設定…既ニ大部分設定ヲ見ノレ…実行ノ一段ニ

一、町村是設定井実行ニ関スノレ件 就テハ甚ダ遺憾ノ点砂ナカラサノレ・既設ノ村是中不充

分ノ廉ハ漸次改良ヲ加へ・設定ニ至ラサノレ町村ニ於テ

ハ此際速ニ設定セラレンコトヲ望ム

⑬ 11 3.5.15 町村長会指示事項 町村是ノ設定・十五ヶ村ニ達シ…実行ニ至リテモ鋭意着
々努力セラレッ、アルヲ疑ハスト難モ毎年一回以上報

告セラノレベキ実行成績未報告ノ向砂カラス・・前年分ハ

本月廿日:迄ニ報告セラレタシ・・

⑬ 11 3.7.24 町村長会注意事項 町村是ノ設定・・今ヤ之レカ全部設定ニ歪Jレベキモ之レ

一、町村是実行ニ関スル件 ヲ実行シ其効果ヲ収ムルモノニ至リテハ頗ル少ナキ・・
従来其開催ヲ奨励シッ、アル町村談示会等機会ヲ利用

ン又ハ小学校教育上ニ之レヲ参酌シ・実況ニ照シ漸次
改正ヲ加へラル、ヲ要ス

⑬ 11 4.4.15 町村長会指示事項 町村是ノ設定…今ヤ全部設定ヲ見ノレニ歪リタル…実行

一、町村是ノ実行ニ関スル件 ン其ノ効果ヲ収ムノレニ至リテハ尚甚タ砂キ・・自今一層

表第

谷

福
井
県
下
の
「
町
村
是
」
設
定
と
現
存
状
況
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⑬ 大正 4.4 .15 町村長会指不事項 之レカ実効ヲ挙ク Jレニ努メフレムコトヲ望ム而ンテ其

一、町村是/実行ニ関スル件 ノ成績報告ハ町村会へ町村事務報告書ヲ提出セラJレ、

際同時ニ之レヲ報告セラノレ…本月末日迄ニ提出セラノレ

ヘキヲ要ス

⑬ 11 4 .12.15 町村長会指示事項 町村是ノ実行ニ関シテハ・隔靴掻惇ノ感ナキニアフス

二、町村是/実行ニ関スル件 …自今一層之レカ実効ヲ挙クノレニ努メラレムコトヲ望

ム而ンテ其ノ成績報告…前年分ノ如キハ之レカ手続ヲ

為サ、ノレ向アノレノミナラス甚ンキハ今尚未報告ノ向ア

リ注意セラレタシ。11 5.5 .19 町村長会指不事項 町村是ノ実行ニ関シテハ…其ノ効果ヲ収ムノレニ至リテ

一、町村是実行ニ関スル件 ハ尚ホ甚砂ナキノ憾ナキニアラス・自今一層之レカ実

効ヲ挙クルニ努メラレムコトヲ望ム而シテ町村是ハ将

来ニ於ケル町村自治ノ方針トナノレモノニシテ其ノ長所

ヲ増進シ短所ヲ矯正スルヲ主義トスノレ…反覆推殻ノ上

相当改更セラル、ヲ要ス(適当ト認ムル項目 己設村

是中ニ採定ナキモノ)

⑬ 11 6.4.25 町村長会指示事項 町村是ノ実行ニ関シ…其効果ヲ収ムルニ至リテハ遺憾

一、町村是実行並ニ修補ニ関スル件 ノ点ナキ能ハス・自今一層此カ実効ヲ挙ケタノレニ努メ

ラレ且既設アノレ町村是成績台帖ハ時々整理セラレ常ニ

2 其現在ヲ明ナラシムルコトニ注意・既設町村是中不充

分ト認ムルモノアラハ反覆推敵ノ上相当改更セラレ設

定ノ趣旨ニ添ハンコトヲ要ス(適当ト認ムル項目)

⑬ 11 7.4.18 町村長会指示事項 町村是ノ実行ニ関シ・・其ノ効果ヲ収ムノレニ至リテハ遺

一、町村是実行並ニ修補ニ関スノレ件 憾ノ点ナシトセス…自今一層此力実効ヲ挙クルニ努力

セラレムコトヲ望ム而シテ既設村是中不充分ト認ムノレ

分アラパ反覆推鼓ノ上相当修補ヲ加へラレ設定ノ趣旨

ニ副ハンコトヲ要ス

@ 11 10.12.19 町村長会指不事項 町村是ノ実行ニ関;..--"其ノ効果ヲ収ムニ至リテハ猶遺

一、町村是実行並ニ修補ニ関スル件 憾ノ点ナキ能ハス…一層此ガ実効ヲ挙クノレニ努メラレ

且既設町村是成績台帳ハ時々整理シ常ニ其ノ現在ヲ明

カニセラノレルヲ要ス・既設村是中不充分ト認ムル点・・

反覆推敵ノ上相当改更セラレ設定ノ趣旨ニ副ハムコト

ヲ望ム(適当ト認ムル項目)

@ 11 14.7. 1 町村長会指不事項 本郡各町村是ハ既ニ設定セラノレアリト錐モ相当年折ヲ

-2 一、町村是改正ニ関スル件 経テ時運ノ進歩ニ伴ハサルモノアルヲ認ム各位ハ衆智

ヲ集メテ之レカ改定ヲ計リ以テ一層町村民ノ福利増進

ニ努メラレムコトヲ望ム

年
大

一
自

十

(
四

」

成

治

項

作

明

事

り

至

出

よ

年

提

)

四
会
)
、
蔵

十
長
蔵
所

三
村
所
館

、
八
治
町
館
民

蔵
明
「
同
公

所

自

)

川

舘
(
蔵
年
富

民
」
所
五
市

公
項
館
十
浜

部
事
民
正
小

北
議
公
大

町
協
川
主
年

江
項
宮
年
二

春
事
市
四
十

示
浜
拾
正

二
訓
小
正
大

十

項

大

至

二
事
年
自
年

治

示

四

二

明
指
同
年
正

自
会
至
三
大

(
長
年
寸
自

」
村
二
正
(

書
「
正
大
」

要
書
大
至
書

務
文
自
年
要

庶

場

九

事

「
役
年
正
議

書
村
五
大
「

文
川
十
白
書

場

宮

回

文

役
旧
同
年
場

村
は
年
八
役

石
@
二
正
村

大
~
十
大
川

旧
⑫
四
至
宮

は
⑬
治
年
旧

②
~
明
五
は

①
③
自
正
⑪

注

る
。
こ
の
期
の
後
半
に
は
、
大
正
八
年
三
月
の
民
力

溜
養
に
関
す
る
内
務
大
臣
訓
令
を
、
つ
け
て
、
町
村
長

会
に
お
い
て
は
、
民
力
酒
養
の
実
行
を
含
む
社
会
政

策
関
係
の
協
議
・
指
示
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。

「
町
村
是
」
は
、
地
方
行
政
を
精
神
的
側
面
か
ら
補

佐
す
る
役
割
に
変
質
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
第
一
表
に
し
た
が
っ
て
、
「
町
村
是
」
の

設
定
・
実
行
の
過
程
を
検
証
し
た
い
。
福
井
県
が
「
町

村
是
」
の
調
査
を
指
示
し
た
の
は
明
治
四
一
年
五
月

の
こ
と
で
あ
れ
o
(

「
調
査
ヲ
奨
励
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
四

十
一
年
五
月
ノ
事
」
⑨
)
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
そ

れ
以
前
に
お
い
て
も
「
町
村
是
」
の
調
査
・
設
定
は

町
村
の
農
会
を
主
体
と
し
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
①
③
か
ら
推
測
す

る
と
、
四
一
年
七
月
の
町
村
長
会
に
お
い
て
具
体
的

な
訓
示
・
指
示
が
お
こ
な
わ
れ
、
坂
井
郡
で
は
そ
の

年
の
一
一
月
一

O
B
、
遠
敷
郡
で
も
そ
の
年
の
一
二

月
末
日
ま
で
に
調
査
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
を
求
め

ら
れ
て
い
た
。
坂
井
郡
に
お
い
て
は
、
②
に
よ
れ
ば
、

「
町
村
是
調
査
事
項
ノ
概
要
」
・
「
調
査
方
法
三
「
町

村
是
」
(
雛
形
筆
者
)
を
参
考
資
料
と
し
て
配
下

各
町
村
に
配
付
し
て
、
本
格
的
な
取
組
み
の
姿
勢
を

示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
調
査
を
必
要
と
す
る
一
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二
項
目
を
例
記
し
、
し
か
も
そ
の
調
査
方
法
を
詳
細

に
指
示
し
、
か
っ
、
一

O
二
頁
に
わ
た
る
具
体
的
な

雛
形
を
例
示
し
て
い
る
。
安
易
な
調
査
を
排
除
し
か

っ
早
急
に
確
立
さ
せ
る
た
め
の
賢
策
で
は
あ
ろ
う
が
、

そ
の
主
観
的
意
図
と
は
う
ら
は
ら
に
、
調
査
・
設
定

の
過
程
で
各
町
村
の
独
自
性
を
喪
失
さ
せ
、
形
式
に

流
れ
や
す
い
傾
向
を
内
包
し
て
お
り
、
こ
の
官
製
的

な
調
査
が
真
に
各
町
村
の
民
力
を
引
き
出
せ
た
か
ど

う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
「
町
村
是
調
査
事
項
ノ
概
要
」

を
次
に
掲
げ
る
。
「
一
、
村
ノ
地
勢
二
、
村
条
例

其
他
凡
テ
ノ
規
程
三
、
戸
口

l
年
内
ノ
死
生
現
住

者
年
齢
別
並
ニ
業
態
別
ノ
調
査
四
、
就
業
ノ
歩
合

五

、

資

力

六

、

土

地

七

、

村

有

財

産

八

、

生

産
物
調
査
九
、
諸
税
負
担
十
、
消
費
額
ノ
調
査

十
て
生
産
ト
消
費
ト
ノ
対
照
十
二
、
将
来
経
営

ス
ヘ
キ
事
業
」
②
。

調
査
が
指
示
さ
れ
た
明
治
四
一
年
は
、
地
方
改
良

運
動
の
象
徴
と
も
い
え
る
戊
申
詔
書
の
油
開
発
さ
れ
た

年
に
あ
た
り
、
福
井
県
に
お
け
る
寸
町
村
是
」
の
調

査
・
設
定
の
意
義
を
無
言
の
う
ち
に
示
し
て
い
る
。

加
え
て
、
③
か
ら
は
、
明
治
四
二
年
九

i
一
O
月
の

皇
太
子
殿
下
北
陸
地
方
行
啓
(
福
井
県
は
九
月
一

1

二
三
日
)
の
紀
念
事
業
と
し
て
推
進
さ
れ
た
こ
と
が

小
谷

福
井
県
下
の
「
町
村
是
」
設
定
と
現
存
状
況 う

か
が
え
、
行
啓
そ
の
も
の
が
国
体
へ
の
「
自
発
的
」

な
協
力
体
制
構
築
の
池
方
改
良
運
動
の
横
粁
と
し
て

の
使
命
を
帯
び
て
い
た
と
い
え
る
。

遠
敷
郡
に
お
い
て
、
四
三
年
度
の
当
初
に
は
、
「
大

部
分
ハ
報
告
済
ト
ナ
リ
」
④
、
さ
ら
に
問
題
点
を
検

討
の
う
え
八
月
中
に
再
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
「
将
来
確
実
ニ
実
行
」
⑥
可
能
な
も

の
と
す
べ
く
「
調
査
及
実
行
ノ
協
議
機
関
ト
シ
テ
、

町
村
是
実
行
委
員
ヲ
設
ケ
」
⑥
、
検
討
・
再
調
査
が

つ
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
後
も
、
「
町
村
是
」
の
確
定

は
容
易
に
進
展
せ
、
す
、
四
四
年
五
月
に
至
っ
て
も
「
本

都
町
村
是
調
査
決
定
セ
ル
モ
ノ
ハ
僅
ニ
三
ヶ
村
」
⑦

と
い
う
状
況
で
あ
り
、
未
設
定
町
村
に
対
し
て
新
た

に
標
準
を
示
す
こ
と
で
そ
の
推
進
を
促
そ
う
と
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
四
五
年
一
月
の
町
村
長
会
で
は
、

「
現
況
調
査
ノ
種
目
」
⑧
を
提
示
し
て
、
そ
の
結
果

の
報
告
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
項
目
を
左
に
掲
げ
る
。

「

現

況

調

査

ノ

種

目

一

土

地

地

質

土

性

一

森

林

樹

種

栽

培

一

水

利

疏

水

溜

池

一

交

通

道

路

橋

梁

一

生

産

農

産

林

産

耕
地

井
堰

水
産

溝
渠

工
産

i産
瓶

報
酬
等

衣
食
住
其
ノ
他
一
切
ノ
費
用

土
地
及
建
設
物

諸
税
及
公
課

信
用
登
記
(
個
人
貸
銀
行
会
社

低
利
資
金
等
)

一

商

業

輸

出

入

外
ニ
左
記
事
項
ハ
町
村
是
調
査
ノ
重
要
ナ
ル
項
目

ナ
ル
ヲ
以
テ
若
シ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
ハ
正
確
調

査
ノ
コ
ト

一
古
人
ノ
功
績
遺
徳
ヲ
調
査
宣
揚
シ
以
テ
事
業
振

興
ヲ
促
ス
コ
ト

二
人
民
ノ
風
俗
慣
習
ヲ
探
究
シ
美
風
良
俗
ヲ
保
持

ス
ル
コ
ト

三
人
生
ノ
不
虞
災
厄
ヲ
調
査
引
証
シ
テ
勤
勉
力
行

蓄
積
ヲ
奨
ム
ル
コ
ト

四
人
事
ト
盛
衰
消
長
ヲ
討
究
シ
テ
時
運
ニ
処
ス
ル

ノ
精
神
扶
槌
ニ
カ
ム
ル
コ
ト

五
一
般
経
済
ノ
実
況
ヲ
間
明
シ
世
態
ヲ
知
覚
セ
シ

ム
ル
コ
ト

右
ノ
外
其
ノ
町
村
ニ
限
リ
特
ニ
調
査
ヲ
要
ス
ル
事

項

ア

ラ

ハ

無

洩

調

査

ノ

コ

ト

」

前
述
の
坂
井
郡
の
「
町
村
是
調
査
事
項
ノ
概
要
」
が
、

一
消
費

一
財
産

一
負
担

一
負
債

労
力
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村
勢
・
戸
口
・
生
産
・
消
費
の
調
査
を
例
示
し
て
い
る

の
に
比
し
て
、
こ
こ
に
は
、
「
古
人
ノ
功
績
遺
徳
」
寸
風

俗
慣
習
」
「
勤
倹
力
行
蓄
積
」
寸
時
運
ニ
処
ス
ル
精
神
扶

植
」
「
世
態
ヲ
知
覚
」
な
ど
、
個
人
の
主
体
的
役
割
の
強

調
が
目
論
ま
れ
て
お
り
、
地
方
改
良
運
動
を
生
活
の

場
に
お
い
て
「
主
体
的
」
「
能
動
的
」
に
う
け
と
め
さ
せ

よ
う
と
す
る
政
策
的
意
図
が
明
瞭
で
あ
る
。
大
正
二

年
に
は
、
遠
敷
・
大
飯
両
郡
二
六
ヶ
町
村
の
う
ち
一
五

ケ
村
(
五
七
・
七
%
)
に
お
い
て
設
定
が
達
成
さ
れ
る

な
ど
、
一
応
の
成
課
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
二
表
は
、
大
正
二
年
一
月
と
五
年
一
月
現
在
の

福
井
県
下
の
市
町
村
是
設
定
数
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
正
二
年
に
お
い
て
、
未
設
定
の

福
井
市
を
は
じ
め
確
立
の
割
合
の
低
い
南
条
郡
(
二

三
・
一
%
)
遠
敷
郡
(
三
八
・
九
%
)
か
ら
、
配
下

全
町
村
で
完
了
し
た
足
羽
・
丹
生
・
大
飯
郡
ま
で
、

郡
市
に
よ
っ
て
格
差
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
県
下

全
市
町
村
の
七
四
・
三
%
で
設
定
が
完
了
し
て
い
る
。

福井県下の「町村是」の設定数

市町 大正二年一月 大正五年一月

郡市名
設定市 設定村市村数
町村数

割合開
町数

割合開

足羽郡 13 13 100 13 100 

吉田郡 15 12 80 13 86.7 

坂井郡 31 27 87.1 29 93.5 

大野郡 26 22 84.6 26 100 

今立郡 18 9 50 9 50 

丹生郡 22 22 100 22 100 

南条郡 13 3 23.1 9 69.2 

敦賀郡 7 6 85.7 6 85.7 i 

三方郡 7 4 57.1 7 100 

遠敷郡 18 7 38.9 18 100 

大飯郡 8 8 100 8 100 

福井市 。 。 。 。
言十 179 133 74.3 160 89.4 

第二表

旧宮川村役場文書「村長会指示事項訓示事項

協議事項J(自大正二年至同四年 小浜市宮川

公民館所蔵)、『地方事務調査書~(大正五年 福

井県内務部 丸岡町野中山王高椋節夫氏所蔵)

より作成a

(注)

こ
の
段
階
で
、
福
井
県
総
体
と
し
て
「
町
村
是
L

の

設
定
が
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

大
正
二
年
以
降
は
、
「
実
行
ノ
一
段
ニ
至
リ
テ
ハ
遺

憾
ナ
カ
ラ
未
タ
満
足
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
多
シ
」
⑬

と
い
う
現
況
に
対
し
て
、
「
是
」
を
霧
散
さ
せ
ぬ
た
め

「
其
ノ
成
績
ハ
少
ク
モ
毎
年
一
回
報
告
」
⑮
を
求
め

る
な
ど
、
実
行
を
促
進
す
る
方
途
の
指
示
な
ど
が
史

料
の
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
大
正
二
年
五
月

の
遠
敷
郡
役
所
第
一
課
長
通
牒
⑪
に
は
、
「
既
ニ
郡
内

各
町
村
殆
ン
ト
之
カ
設
定
ヲ
見
サ
ル
ナ
キ
ノ
好
況
」

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
町
村
民
中
町
村
是
ノ
設
定
ヲ
知

ラ
ス
遵
守
事
項
ヲ
等
閑
L

に
す
る
現
況
が
示
さ
れ
て

い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
寸
町
村
是
」
の
調
査
・
設

定
の
際
の
形
式
的
で
上
滑
べ
り
な
側
面
が
は
か
ら
ず

も
露
呈
し
て
い
る
が
、
郡
役
所
で
は
こ
の
現
況
を
細

部
に
お
よ
ぶ
綿
密
な
「
指
導
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
徹

底
的
浸
透
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
方
法
を
「
甲

乙
二
例
」
と
し
て
示
し
て
い
る
。

「

甲

ノ

例

今
般
本
町
(
村
)
ニ
於
テ
ハ
町
(
村
)
是
ノ
設
定

ア
リ
タ
ル
趣
ヲ
以
テ
町
(
村
)
長
何
某
殿
之
カ
周

知
報
告
ノ
為
メ
大
正
年
月
日
何
所
ニ
下
名

等
ヲ
参
会
セ
シ
メ
ラ
ル
侃
テ
下
名
等
ハ
実
行
方
法
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等
ニ
付
詳
細
ナ
ル
説
明
ヲ
得
其
ノ
適
切
ナ
ル
ヲ
確

認
シ
吏
員
各
位
共
ニ
之
カ
笑
行
ノ
務
ヲ
尽
サ
ン
コ

ト
ヲ
誓
ヒ
一
同
署
名
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

何

小

学

校

長

何

其

印

村

会

議

員

何

某

印

以
下
倣
之

何

区

長

何

某

印

以
下
倣
之

町

(

村

)

長

何

某

印

助

役

何

某

印

収

入

役

何

某

印

書

記

何

某

印

乙
ノ
例

今
般
町
(
村
)
ニ
於
テ
ハ
吾
人
ノ
遵
守
ス
ヘ
キ
町

(
村
)
是
ノ
設
定
ア
リ
タ
ル
趣
ヲ
以
テ
区
長
何
某
殿

大
正
何
年
何
月
何
日
何
所
ニ
於
テ
之
カ
周
知
報
告

ノ
為
メ
区
内
各
戸
主
会
ヲ
開
会
セ
ラ
ル
仰
テ
吾
人

ハ
莱
席
ニ
参
列
シ
実
行
方
法
等
詳
細
承
認
ノ
上
其

ノ
実
行
ヲ
誓
ヒ
蕊
ニ
署
名
捺
印
ス

何

区

戸

主

何

41 

区

長

区

長

代

理

何何

小
谷

某某某

~p 

(
注
意
)

乙
ノ
例
ニ
依
ル
戸
主
ノ
調
印
シ
タ
ル
(
町
)
(
村
)
是

ハ
区
長
ノ
手
許
ニ
保
存
シ
交
迭
等
ノ
際
ハ
他
ノ
公

文
書
類
ト
共
ニ
後
任
者
ニ
引
継
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」

「
甲
ノ
例
」
で
は
、
町
村
長
が
、
小
学
校
長
・
村
会
議

員
・
区
長
・
役
場
職
員
を
招
集
し
て
、
「
町
村
是
」
の

趣
旨
と
実
行
を
周
知
確
約
さ
せ
、
し
か
も
全
員
の
「
誓

書
」
を
認
め
て
い
る
。
「
乙
ノ
例
」
で
は
、
そ
の
区
長

が
区
の
戸
主
会
を
聞
き
、
同
様
に
「
誓
書
」
を
認
め
さ

せ
て
い
る
。
し
か
も
、
(
注
意
)
に
よ
れ
ば
こ
の
「
誓
書
」

は
各
区
に
配
布
の
「
町
村
是
」
に
さ
せ
た
よ
う
で
、

区
有
の
文
書
と
し
て
後
任
者
に
引
き
継
が
せ
る
と
い

う
徹
底
ぷ
り
で
あ
る
。
「
甲
」
「
乙
」
と
も
に
、
具
体
的

な
検
証
は
現
段
階
で
は
で
き
な
い
の
で
、
ど
の
程
度

実
行
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
か
な
り
強
制
的

な
徹
底
化
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
予
想
で
き
る
。

ま
た
、
「
町
村
談
示
会
苧
機
会
ヲ
利
用
シ
又
小
学
校
教

育
上
之
レ
ヲ
参
酌
」
⑪
さ
せ
る
こ
と
を
指
示
す
る
な

ど
、
種
々
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
大
正
四
年
二
一
月
の
町
村
長
会
に
お
け
る
「
町

村
是
ノ
実
行
ニ
関
シ
テ
ハ
:
:
:
隔
靴
掻
痔
ノ
感
ナ
キ

ニ
ア
ラ
ス
:
:
:
自
今
一
層
之
レ
カ
実
効
ヲ
挙
ク
ル
ニ

努
メ
ラ
レ
ム
コ
ト
ヲ
望
ム
」
⑬
と
い
う
指
示
に
は
、

~p ~p 

福
井
県
下
の
「
町
村
是
L

設
定
と
現
存
状
況

効
果
が
容
易
に
あ
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
と
と
も
に
、
地
方
行
政
担
当
者
の
焦
燥
感
さ
え
漂

っ
て
い
る
。

確
立
し
た
(
さ
せ
た
)
「
町
村
是
」
が
容
易
に
そ
の

実
効
を
あ
げ
え
な
い
ま
ま
で
、
大
正
五
年
に
な
る
と

指
示
は
一
変
す
る
。
「
地
方
経
営
ノ
根
基
タ
ル
ヘ
キ

町
村
是
ヲ
実
行
シ
テ
大
ニ
郷
党
ノ
福
利
ヲ
増
進
シ
国

運
ノ
進
暢
三
貝
献
ス
ル
コ
ト
ニ
努
ム
ル
ハ
益
々
緊
切

ニ
感
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
」
⑪
と
し
て
、
そ
の
実
行
の
推

進
を
強
調
す
る
の
に
加
え
て
、
「
英
ノ
長
所
ヲ
増
進
シ

短
所
ヲ
矯
正
ス
ル
ヲ
主
義
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
既
設
町
村

是
中
不
充
分
ト
認
ム
ル
分
ニ
対
シ
テ
ハ
反
覆
推
敵
ノ

上
相
当
改
更
セ
ラ
ル
、
ヲ
要
ス
」
⑪
と
、
時
勢
の
推

移
に
対
応
し
た
改
訂
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
第
一
次
大
戦
の
勃
発
が
も
た
ら
し

た
未
曾
有
の
好
景
気
(
大
正
四
年
中
頃
i
九
年
初
め

頃
)
に
よ
る
社
会
構
造
の
急
激
な
変
化
が
、
そ
の
原

因
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
…
っ
@
に
は
、
改

訂
す
る
上
で
適
当
と
認
め
ら
れ
る
項
目
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
項
の
み
を
次
に
列
記
し
、
目

は
そ
の
数
の
み
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。

「
左
ニ
実
施
上
適
当
ト
認
ム
ル
項
目
ヲ
記
シ
テ
参

考
ニ
供
ス
(
配
鵠
吋
時
刊
九
)
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一
民
力
ノ
充
実
ヲ
図
ル
コ
ト

一
生
産
的
土
地
ノ
増
加
ヲ
図
ル
コ
ト
(
即
チ
開

墾
植
林
等
)
(
以
下
一
八
日
:
:
:
筆
者
、
以

下
同
じ
)

二
教
育
ノ
進
歩
ヲ
図
ル
コ
ト

一
尊
師
ノ
美
風
ヲ
養
フ
コ
ト
(
以
下
五
目
)

三
風
俗
ノ
改
良
ヲ
図
ル
コ
ト

一
神
社
学
校
ヲ
中
心
ト
シ
テ
各
種
ノ
会
合
ヲ
催

ス
コ
ト
(
以
下
七
目
)

四
健
康
ノ
増
進
ヲ
図
ル
コ
ト

一
運
動
場
ヲ
設
備
シ
相
撲
、
撃
剣
、
柔
術
等
ヲ

奨
励
ス
ル
コ
ト
(
以
下
二
目
)

五
自
治
ノ
興
隆
ヲ
図
ル
コ
ト

一
町
村
吏
員
ヲ
優
遇
ス
ル
コ
ト
(
以
下
五
目
)
」

こ
こ
で
は
、
客
観
的
な
民
力
の
把
握
を
も
と
に
し
た

問
題
解
決
よ
り
も
、
「
図
ル
コ
ト
」
と
い
う
末
尾
の
言

葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
策
的
に
方
向
づ

け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
明
確
に
う
か
が
え
る
。
⑬
⑬

@
は
、
い
ず
れ
も
、
「
町
村
是
実
行
並
一
一
修
補
ニ
関
ス

ル
件
L

が
町
村
長
会
の
指
示
事
項
と
し
て
と
り
あ
げ

ら
れ
で
お
り
、
改
訂
の
た
め
の
参
考
事
項
が
⑫
に
追

加
さ
れ
て
い
る
他
は
、
ほ
ぽ
同
様
の
内
容
で
あ
る
。

そ
し
て
、
大
正
一
四
年
に
な
る
と
、
「
本
郡
各
町
村

是
ハ
:
:
:
相
当
年
所
ヲ
経
時
運
ノ
進
歩
ニ
伴
ハ
サ
ル

ヲ
認
ム
」
@
と
し
て
、
全
面
的
改
正
が
指
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
社
会
の
急
激
な
変
化
に
追
随
し
て
い

く
形
で
の
「
町
村
是
」
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
「
町
村

是
」
は
、
内
容
的
に
ま
す
ま
す
そ
の
形
骸
の
度
を
深

め
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

福
井
県
に
お
け
る
「
町
村
是
」
が
、
町
村
の
実
態

を
ど
の
程
度
に
反
映
し
て
い
た
か
は
、
今
後
、
具
体

的
に
検
証
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
り
に
形

式
的
画
一
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
明
治
末
期
か
ら

昭
和
初
期
に
至
る
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
、
地
方

行
政
の
中
で
命
脈
を
保
ち
え
た
の
は
何
故
な
の
か
。

そ
の
秘
密
は
、
「
町
村
是
」
の
「
勤
倹
力
行
」
「
共

同
一
致
」
の
精
神
が
、
商
品
経
済
化
の
波
に
洗
わ
れ

な
が
ら
も
半
封
建
的
な
村
落
共
同
体
に
お
け
る
生
産

と
消
費
の
規
範
に
外
形
上
二
致
」
し
、
息
づ
い
て
い

た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

行
政
担
当
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
は
別
に
、
生
活

の
場
に
お
い
て
は
か
な
り
是
々
非
々
的
に
う
け
と
め

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
究
明
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

「
町
村
是
」
の
現
存
状
況

第
三
表
は
、
福
井
県
下
の
「
郡
町
村
是
」
の
現
存
状

況
の
一
覧
表
で
あ
る
。
こ
の
表
は
、
一
橋
大
学
経
済

研
究
所
日
本
経
済
統
計
文
献
セ
ン
タ
ー
の
目
録
を
基

礎
と
し
て
、
『
福
井
県
史
』
資
料
編
口
近
現
代
二
の
史

料
調
査
の
過
程
で
収
集
で
き
た
も
の
を
加
筆
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
、

前
述
し
た
福
井
県
に
お
け
る
「
町
村
是
」
設
定
・
実
行

の
経
緯
と
関
係
さ
せ
な
が
ら
、
「
町
村
是
」
の
現
存
状

況
を
概
観
し
そ
の
特
徴
を
列
記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
一
郡
一
町
三
五
ヶ
村
の
三
九
件
(
『
福
井
県
遠

敷
郡
遠
敷
村
産
業
誌
』
を
含
む
)
が
現
存
す
る
。

そ
の
内
訳
は
、
遠
敷
郡
の
八
ヶ
村
を
筆
頭
に
、
三

方
郡
七
ヶ
村
、
坂
井
郡
一
町
六
ヶ
村
、
今
立
郡
四

ケ
村
、
敦
賀
郡
三
ヶ
村
、
南
条
・
大
飯
郡
各
二
ケ

村
、
吉
田
・
大
野
・
丹
生
郡
各
一
ヶ
村
で
あ
る
。

足
羽
郡
で
は
現
存
を
確
認
し
て
い
な
い
。
福
井
市

は
大
正
六
年
現
在
で
未
設
定
で
あ
る
。
ま
た
、
地

方
別
で
は
、
若
狭
地
方
(
三
方
・
遠
敷
・
大
飯
郡

二
町
三
一
ヶ
村
)
で
一
七
ヶ
村
(
五
一
・
五
%
)
、

越
前
地
方
(
坂
井
・
吉
田
・
足
羽
・
大
野
・
今
立
・

丹
生
・
南
条
・
敦
賀
郡
と
福
井
市
一
市
八
町
二
二
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。。弓
酢

第
三

表
福

井
県

下
の

「
郡

町
村

是
」

の
現

存
状

況
目

録
(

昭
和

6
0
年

3
月
3
1
日

現
在

)

発
行

年
月

日
郡

町
村

是
名

発
行

者
所

蔵
者

形
体

・
内

容
な

ど

1
 

(
明
治
3
5
)

(
坂

井
郡

大
関

村
村

是
)

2
 

(
 
11 

)
 

(
足

羽
郡

上
文

殊
村

村
是

)

3
 

(
 
11 

)
 

(
大

野
郡

下
庄

村
村

是
)

4
 

明
治

3
6

遠
敷

郡
今

富
村

村
是

調
査

書
福

井
県

遠
敷

郡
今

富
村

々
農

会
上

中
町

上
吉

田
中

村
孫

祐
⑧

・
戊

詔
.

目
6
.

村
図

.
本

1
0
3

5
 

11 
4
1. 

8
.
 
5
 

福
井

県
敦

賀
郡

松
原

村
是

松
原

村
農

会
事

務
所

一
橋

大
セ

ン
タ

ー
・

早
大

図
・

敦
賀

⑬
・

村
図

・
写

2
・

緒
言

・
目

1
3
・
本

2
0
0
・

市
公

民
館

表
4

6
 

fI 
42. 

2
 

村
是

加
戸

村
三

国
町

陣
ヶ

丘
八

代
武

昭
⑧

・
緒

言
.

目
3
.

本
6
5

7
 

11 
4
2
.
8
.
1
1
調

整
福

井
県

坂
井

郡
春

江
村

是
春

江
町

役
場

⑧
・

目
2

・
本

1
0
9

8
 I

 (1
1
4
2
.
8
.
2
6起

案
)

(
坂

井
郡

大
石

村
村

是
)

(
春

江
町

北
部

公
民

館
)

9
 

"
 4
2
.
 9

 .10 
福

井
県

今
立

郡
新

横
江

村
是

第
四

編
新

横
江

村
是

調
査

事
務

所
小

浜
市

立
図

⑧
・

書
2

・
村

図
・

写
3

・
戊

詔
・

序
文

・

緒
言

・
目

7
・
本
2
2
6

1
0
 

11 
11 

村
是

福
井

県
坂

井
郡

高
椋

村
福

井
県

坂
井

郡
高

椋
村

丸
岡

町
一

本
田

中
高

倉
ニ

郎
四

郎
⑧

・
御

製
歌

・
写

5
・

緒
言

・
村

図
・

目
5

-
福

井
市

立
郷

歴
博

-
本

1
6
6

・
附

2
3

11 
11 
42.12

末
日

現
在

調
福

井
県

ニ
方

郡
十

村
村

是
一

橋
大

セ
ン

タ
ー

・
早

大
図

⑧
・

目
5

・
本
4
6

1
2
 

11 
4
2
.
1
2
末

現
在

坂
井

郡
ニ

国
町

々
是

坂
井

郡
ニ

園
町

役
場

ニ
園

町
郷

土
資

料
館

⑧
・

目
2

.
本

1
0
5

1
3
 

11 
4
2
.
1
2
 

今
立

郡
舟

津
村

是
鯖

江
市

舟
津

4
斎

藤
典

兵
衛

②
・
緒
百
・
凡
f
j
IJ.

目
1
0
・
本
2
4
6
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七
ヶ
村
)
で
一
九
ヶ
村
(
二
ニ
・
一
%
)
と
な
り
、
若
三
、
大
正
二
年
一
月
現
在
で
、
福
井
県
下
全
市
町
村

狭
地
方
で
比
較
的
よ
く
現
存
し
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
七
四
・
三
%
で
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述

れ
ら
は
、
調
査
段
階
の
地
域
的
精
疎
と
も
関
連
し
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
現
存
し
て
い
る
も
の
も
、

て
お
り
、
今
後
の
意
識
的
な
発
掘
が
必
要
で
あ
る
。
大
正
元
年
末
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
も
の
が
六
九
・

二
、
所
蔵
者
に
つ
い
て
は
、
図
書
館
・
資
料
館
・
研
二
%
を
占
め
、
大
正
五
年
迄
|
「
町
村
是
」
に
関

究
機
関
・
町
村
役
場
(
旧
町
村
役
場
文
書
)
・
地
す
る
指
示
等
は
五
年
に
な
る
と
そ
の
内
容
に
大
き

区
公
民
館
・
住
民
セ
ン
タ
ー
・
小
学
校
・
区
・
個
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
が
、
五
年
に
発
行
さ
れ
た

人
が
あ
げ
ら
れ
る
。
図
書
館
・
資
料
館
・
研
究
機
も
の
は
四
年
中
に
は
ほ
ぼ
設
定
が
完
了
し
て
い
た

関
・
町
村
役
場
は
、
そ
れ
ら
が
資
料
収
集
の
専
門
も
の
と
考
え
ら
れ
る
|
を
含
め
る
と
、
実
に
九
二

組
織
や
「
町
村
是
」
の
発
行
機
関
で
あ
る
こ
と
か
・
三
%
と
な
り
、
ほ
ぽ
設
定
市
町
村
数
の
割
合
と

ら
説
明
を
加
え
る
ま
で
も
な
い
。
残
り
の
所
蔵
者
一
致
す
る
。
こ
の
現
存
の
「
町
村
是
」
数
は
、
全
体

に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
小
学
校
的
に
は
設
定
の
状
況
を
か
な
り
正
確
に
反
映
し
て

長
・
町
村
会
議
員
・
町
村
行
政
担
当
者
・
各
区
長
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
期
に
お
け
る
「
町
村
是
」

な
ど
町
村
の
指
導
者
を
は
じ
め
、
戸
主
層
に
も
遵
の
平
均
的
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

守
の
「
誓
紙
」
を
提
出
さ
せ
て
「
確
実
ナ
ル
周
知
四
、
『
遠
敷
郡
今
富
村
村
是
調
査
書
』
は
、
明
治
三

ヲ
期
シ
且
ツ
必
行
ヲ
遂
ケ
」
⑪
ょ
う
と
し
た
こ
と
、
三
年
の
第
七
回
全
国
農
事
大
会
の
決
議
に
基
づ
き
、

ま
た
、
町
村
談
示
会
や
小
学
校
教
育
を
通
し
て
効
大
阪
府
に
て
三
六
年
に
開
催
さ
れ
た
第
五
囲
内
因

果
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
、
即
ち
、
上
記
の
場
勧
業
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
二
四
九
点
の
一
つ
で
、

所
や
個
人
が
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
褒
状
を
受
領
し
て
い
る
。
現
存
の
も
の
に
は
戊
申

「
町
村
是
」
の
遵
守
徹
底
策
の
結
果
だ
と
い
え
る
。
詔
書
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
四
一
年
以
降
に
印

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
所
や
個
人
を
対
象
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
詔
書
以
外
は

と
し
た
意
識
的
な
発
掘
調
査
が
今
後
実
施
さ
れ
ね
三
六
年
設
定
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
福
井
県

は

な

ら

な

い

。

か

ら

は

、

大

関

・

上

文

殊

・

下

庄

・

今

富

村

の

各

小
谷

福
井
県
下
の
「
町
村
是
」
設
定
と
現
存
状
況

村
是
が
出
品
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

現
存
す
る
も
の
は
こ
の
一
村
で
あ
り
、
地
方
改
良

運
動
以
前
の
「
町
村
是
」
の
内
容
を
知
る
上
で
貴
重

で
あ
る
。
又
、
こ
の
「
村
是
L

に
つ
い
て
は
、
⑫
に

注
目
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
尚
小
浜
・
西

津
・
熊
川
・
今
富
ノ
知
キ
設
定
ニ
至
ラ
サ
ル
町
村
ニ

於
テ
ハ
此
際
速
ニ
設
定
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
」

と
い
う
指
示
で
、
今
富
村
の
こ
の
明
治
三
六
年
の

「
村
是
」
を
、
大
正
二
年
当
時
の
行
政
担
当
者
は

「
村
是
」
と
し
て
認
知
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
「
人
の
意
見
又
は
多
数
説
与
論
な
ど

に
て
定
む
べ
き
も
の
に
非
ず
、
実
際
の
計
算
上
に

よ
り
考
究
し
て
定
む
ベ
レ
バ
)
と
主
唱
し
た
前
田
正

名
の
寸
町
村
是
」
設
定
に
対
す
る
趣
旨
は
、
明
治

四
一
年
五
月
以
降
の
福
井
県
の
「
町
村
是
」
の
調

査
・
設
定
の
精
神
に
は
、
活
か
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
地
方

改
良
運
動
の
過
程
で
展
開
さ
れ
た
「
町
村
是
」
の
調

査
・
設
定
の
政
策
は
、
そ
れ
以
前
の
自
発
的
な
調
査
・

設
定
と
は
そ
の
方
法
も
目
的
も
異
に
し
て
い
る
こ

と
が
こ
の
事
実
か
ら
推
定
さ
れ
る
。

五
、
発
行
者
に
つ
い
て
は
、
『
遠
敷
郡
今
富
村
村
是
調

査
書
』
『
福
井
県
敦
糞
郡
松
原
村
是
』
を
除
い
て
、
各
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町
村
役
場
の
発
行
に
な
る
と
考
、
え
ら
れ
る
。
福
井

県
の
明
治
四
一
年
五
月
以
降
の
「
町
村
是
」
に
関
す

る
指
示
類
が
、
郡
長
な
ら
び
に
各
郡
の
町
村
長
会

を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
お
こ
せ
ば

至
極
当
然
と
い
え
る
。
『
福
井
県
敦
賀
郡
松
原
村
是
』

は
、
四
一
年
八
月
の
発
行
で
あ
る
が
、
そ
の
設
定
は

五
日
以
前
に
完
了
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
『
福
井
県
坂
井
郡
春
江
村
是
』
は
、
明
治
四
二

年
八
月
に
調
整
さ
れ
、
つ
い
で
大
正
五
年
一
月
に

改
調
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
具
体
的

な
項
目
を
例
示
し
て
既
設
の
「
町
村
是
」
の
改
訂

を
は
か
る
よ
う
、
県
が
指
示
の
転
換
を
は
か
っ
た

の
が
大
正
五
年
で
あ
る
。
大
正
五
年
一
月
五
日
改

調
の
『
福
井
県
坂
井
郡
春
江
村
是
』
の
章
題
を
掲

げ
る
。
「
村
是
設
定
ノ
趣
旨
第
一
章
風
俗
ニ
関
ス

ル
件
、
第
二
章
教
育
ニ
関
ス
ル
件
第
三
章
主
業

ニ
関
ス
ル
件
第
四
章
副
業
ニ
関
ス
ル
件
第
五

章
実
業
機
関
ニ
関
ス
ル
件
第
六
章
勤
倹
貯
蓄
ニ

関
ス
ル
件
第
七
章
交
通
機
関
第
八
章
村
治
ニ

関
ス
ル
件
結
論
」
。
こ
の
章
題
は
、
大
正
六
年
四

月
二
五
日
の
遠
敷
郡
町
村
長
会
に
お
け
る
指
示
事

項
、
「
一
町
村
是
実
行
並
修
補
ニ
関
ス
ル
件
」
⑬
の
改

訂
に
適
当
と
認
め
る
七
項
目
と
、
第
七
章
交
通
機

関
を
除
い
て
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
坂
井
郡
春
江
村
に
お
け
る
「
村
是
L

の
改

調
は
、
福
井
県
に
お
け
る
指
示
転
換
に
対
応
し
て

い
る
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
、
遠
敷
郡
に
お
い
て

は
、
春
江
村
等
に
お
け
る
改
訂
の
成
功
を
ふ
ま
え

て
、
大
正
五
年
五
月
一
九
日
の
町
村
長
会
指
示
事

項
、
「
一
町
村
是
実
行
ニ
関
ス
ル
件
」
⑪
の
改
訂
に
適

ザ
み
ハ
料
人

『福井県坂井郡春江村是~ (春江町役場所蔵)

当
と
認
め
る
五
項
目
に
追
加
す
る
形
で
、
郡
内
各

町
村
に
指
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的

事
例
は
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
春
江
村
以
外
に
発

見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
他
の

町
村
に
お
い
て
も
存
在
し
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

七
、
昭
和
初
期
に
発
行
さ
れ
た
「
町
村
是
」
は
二
件
現

存
す
る
。
『
村
是
福
井
県
大
飯
郡
佐
分
利
村
』
と

『
大
典
記
念
福
井
県
三
方
郡
八
村
是
』
で
、
と
も
に

改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
佐
分
利
村
(
明
治
四
三

年
三
月
制
定
、
昭
和
二
年
一

O
月
制
定
)
の
「
村
是
」

は
、
大
正
中
期
以
降
の
改
訂
方
針
の
線
上
に
あ
る

も
の
で
あ
る
が
、
八
村
(
明
治
四
三
年
九
月
発
行
、

昭
和
四
年
二
月
完
成
)
の
も
の
は
、
「
村
是
」
の
新
し

い
役
割
を
予
想
さ
せ
る
。
本
文
の
内
容
は
、
青
年
訓

練
・
衛
生
・
社
会
政
策
・
思
想
の
善
導
な
ど
を
含
み
、

時
代
的
対
応
が
み
ら
れ
る
が
、
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
「
君
が
代
」
に
は
じ
ま
り
「
五
か
条

の
御
誓
文
」
寸
(
軍
人
)
勅
諭
」
「
教
育
勅
語
」
「
戊
申
詔

書
」
「
国
民
精
神
作
興
の
詔
」
「
即
位
大
典
の
勅
語
」

な
ど
、
「
皇
国
大
日
本
帝
国
」
建
設
の
主
柱
と
な
っ

た
一
連
の
勅
諭
・
詔
勅
を
巻
頭
に
掲
げ
、
次
い
で
、
っ
八

村
村
議
会
の
大
典
奉
祝
の
決
議
」
「
八
村
の
歌
」
を
そ

の
末
端
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
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は
、
農
村
経
済
更
生
運
動
下
に
お
け
る
精
神
的
存
在

と
し
て
の
「
町
村
是
」
の
萌
芽
が
う
か
が
え
る
。

八
、
活
字
で
印
刷
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
大
部

分
を
占
め
て
い
る
。
印
刷
本
は
保
管
に
適
し
て
い

た
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
徹
底

を
は
か
る
た
め
印
刷
さ
れ
て
機
関
や
村
民
に
配
布

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
役
場
文

書
と
し
て
現
存
し
て
い
る
も
の
の
中
に
、
墨
筆
の

も
の
が
四
件
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ

る
。
墨
筆
本
を
原
本
と
し
て
印
刷
・
配
布
さ
れ
た

と
推
定
で
き
、
こ
の
墨
筆
本
に
も
印
刷
本
が
存
在

す
る
と
思
わ
れ
る
。

回
、
お
わ
り
に

47 

以
上
、
福
井
県
に
お
け
る
「
町
村
是
」
の
調
査
・
設
定

の
経
緯
と
そ
の
現
存
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。

そ
れ
は
、
日
露
戦
後
経
営
下
に
お
け
る
地
方
改
良

運
動
の
象
徴
で
あ
る
戊
申
詔
書
の
換
発
さ
れ
た
明
治

四
一
年
に
開
始
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
以
前
に

農
会
を
中
心
に
か
な
り
自
主
的
に
作
成
さ
れ
た
「
町

村
是
」
と
は
、
意
識
的
に
一
線
を
画
す
る
形
で
展
開

さ
れ
た
。
大
正
二
年
頃
に
は
、
県
下
全
市
町
村
の
ほ

ぼ
四
分
の
三
で
設
立
が
完
了
し
、
そ
の
後
は
そ
の
実

谷

福
井
県
下
の
「
町
村
是
」
設
定
と
現
存
状
況 行

に
か
な
り
強
制
的
な
行
政
措
置
が
と
ら
れ
た
。
し

か
し
、
大
戦
下
の
好
景
気
に
よ
る
社
会
の
急
激
な
変

化
に
対
応
し
て
、
大
正
五
年
頃
よ
り
新
し
い
調
査
・

項
目
が
提
示
さ
れ
、
「
町
村
是
」
の
改
訂
が
指
示
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
の
も
の
は
、
町
村
民
の

生
活
と
は
か
け
離
れ
た
所
で
実
施
さ
れ
数
値
等
に
疑

問
が
残
る
も
の
の
、
比
較
的
具
体
的
な
統
計
資
料
に

基
づ
く
「
是
」
の
設
定
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
大

正
中
期
以
降
の
も
の
は
、
社
会
の
変
化
へ
の
対
応
策

を
列
記
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
「
国
運
ノ
隆
昌
ハ

国
家
ノ
基
礎
ナ
ル
市
町
村
ノ
発
達
進
歩
ニ
待
タ
サ
ル

ヘ
カ
ラ
ス
殊
ニ
目
下
我
国
内
外
ノ
情
勢
ニ
鑑
ミ
国
家

富
力
ノ
増
進
ト
風
教
ノ
開
発
ハ
益
々
其
緊
切
ヲ
感
ス

ル
」
⑬
た
め
、
「
将
来
其
町
村
ニ
於
テ
企
画
経
営
ス

ヘ
キ
目
的
方
法
即
チ
羅
針
盤
タ
ル
所
ノ
町
村
是
ヲ
調

査
ス
ヘ
キ
」
①
と
い
う
本
来
の
目
的
を
活
か
し
て
お

ら
ず
、
「
町
村
是
」
と
い
う
形
式
を
と
ど
め
て
い
る

に
す
ぎ
な
く
な
る
。
昭
和
初
期
に
は
、
標
語
化
さ
れ

た
抽
象
的
な
精
神
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

現
存
を
確
認
で
き
た
「
郡
町
村
是
」
三
九
冊
も
、

そ
の
形
態
か
ら
見
る
限
り
で
は
あ
る
が
、
こ
の
傾
向

と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
意

識
的
調
査
に
よ
る
新
史
料
の
発
掘
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
現
存
す
る
こ
れ
ら
の
「
郡
町
村
是
」
の
内
容

を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
、
福
井
県
に
お
け
る

「
町
村
是
」
の
歴
史
的
意
義
と
役
割
を
解
明
す
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
面
で
の
研
究
が
今
後

の
課
題
で
あ
る
。

補
注

(
1
)

戊
'
甲
詔
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
忠
実
業
ニ
服
シ
勤

倹
産
ヲ
治
メ
惟
レ
信
惟
レ
義
醇
厚
俗
ヲ
成
シ
華
ヲ
去
リ
実

ニ
就
キ
荒
怠
誠
メ
自
彊
息
マ
サ
ル
へ
シ
」

(
2
)

主
と
し
て
次
の
文
献
に
よ
っ
て
概
要
を
と
ら
え
た
。

大
島
美
津
子
「
地
方
財
政
と
地
方
改
良
運
動
」
(
『
明
治
大
正

郷
土
史
研
究
法
郷
土
史
研
究
講
座
7
』
昭
和
四
五
年
、

朝
倉
書
庖
)

宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』
(
一
九
七
三
年
、

東
京
大
学
出
版
会
)
三
1
三
四
頁

有
泉
貞
夫
「
明
治
国
家
と
民
衆
統
合
」
(
『
岩
波
講
座
日
本
歴

史
口
近
代
4
』
一
九
七
六
年
、
岩
波
書
庖
)

遠
藤
俊
六
「
「
模
範
村
」
の
成
立
と
構
造
|
明
治
後
期
民
衆

統
合
政
策
研
究
の
一
視
点
」
(
『
日
本
史
研
究
』
一
八
五
号

一
九
七
八
年
、
日
本
史
研
究
会
)

(
3
)

佐
々
木
豊
「
町
村
是
調
査
運
動
と
農
村
自
治
」
(
『
村
落
杜

会
研
究
』
第
十
五
集
一
九
七
九
年
、
御
茶
の
水
書
房
)

(
4
)

『
福
井
県
三
方
郡
南
西
郷
村
是
』
(
明
治
四
五
年
、
南
西

郷
村
役
場
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
日
本
経
済
統
計
文
献

セ
ン
タ
ー
所
蔵
)
に
は
、
「
明
治
四
十
一
年
五
月
本
郡
長
ヨ
リ

訓
第
二
号
ヲ
以
テ
村
是
調
査
方
ヲ
訓
令
セ
ラ
レ
」
と
あ
る
。
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(
5
)

「
明
治
四
十
三
年
以
来
町
村
ニ
談
示
会
ノ
開
催
ヲ
奨
励

セ
リ
。
其
開
催
方
法
ハ
、
町
村
ニ
依
リ
一
定
セ
ス
ト
雄
モ
、

予
メ
適
宜
日
ヲ
定
メ
、
当
日
ハ
町
村
吏
員
、
学
校
職
員
又
ハ

時
機
ニ
依
リ
郡
吏
員
等
出
席
シ
、
町
村
是
ノ
実
行
、
其
他
各

般
ニ
渉
ル
奨
励
注
意
ノ
事
項
、
町
村
予
算
ノ
内
容
、
村
施
設

事
業
ノ
概
況
等
ヲ
説
明
ス
ル
ニ
ア
リ
」
(
『
地
方
事
務
之
調

査
』
福
井
県
内
務
部
大
正
六
年
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
)

(
6
)

輝
峻
衆
三
『
日
本
農
業
問
題
の
展
開
』
上
(
一
九
七

O

年
、
東
京
大
学
出
版
会
)
一
一
一
七
1
二
二
二
頁

(
7
)

「
郡
是
」
も
含
ん
で
い
る
が
、
以
後
「
町
村
是
」
と
略
す
。

(
8
)

一
橋
大
学
経
済
研
究
所
日
本
経
済
統
計
文
献
セ
ン
タ
ー

『
「
郡
是
・
市
町
村
是
」
資
料
目
録
』
(
一
九
八
二
年
)

(
9
)

『
地
方
事
務
之
調
査
』
福
井
県
内
務
部
(
大
正
六
年
、

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
)

(
叩
)
前
回
正
名
「
今
日
ノ
急
務
ハ
国
是
県
是
郡
是
村
是
ヲ
定

ム
ル
ニ
ア
リ
」
(
『
産
業
』
第
二
号
明
治
二
六
年
、
『
明

治
大
正
農
政
経
済
名
著
集
』
一
農
山
漁
村
文
化
協
会
)

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




